
 

 

 

 
 
◆制 度 名  平成２７年度「鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金」制度 

◆募 集 対 象 次の各号のいずれにも該当する者 

○次の奨学金の貸与を受けており、将来返還の予定であるか

又は返還中の者（複数の奨学金貸与受給者可） 

・日本学生支援機構（Ⅰ・Ⅱ）・鳥取県育英奨学金 

・上記の要件に準じた奨学金 

○学部３年生（６年制の５年生）以上、修士課程１年生以上 

 ○鳥取県内の次の対象業種への就業を希望する者 

          ・製造業 ・情報通信業（ｼｽﾃﾑ設計、ｿﾌﾄｳｪｱ開発、ｼｽﾃﾑ運

用管理など） ・薬剤師の職域（薬局、医薬品の製造・販

売、病院など） 

◆認 定 要 件   卒業後に鳥取県内の対象業種に正規雇用により就職し、８

年間継続して勤務する見込であること。勤務場所は県内の

事業所とし、県内に定住する見込であること。  

◆助 成 内 容 貸与を受けている奨学金に応じて返還額を助成する。 

区 分 助成金額 助成金額の上限 

無利子の 

奨学金 

貸与を受けている奨学

金の返還総額の１／２ 

・大学院、薬学部（６年間） ２１６万円 

・学部（４年間）      １４４万円 

有利子の 

奨学金 

貸与を受けている奨学金の利

子を除く返還総額の１／２ 

・大学院、薬学部（６年間） １０８万円 

・学部（４年間）       ７２万円 

 ※上記両方の奨学金の貸与を受けている場合は、無利子の奨学金が優先される。無利子の奨学 

金が限度額に達しないときは有利子分も上限額の範囲で対象となる。 

◆助 成 期 間  原則、鳥取県内の対象業種へ就職後８年間 

◆募 集 人 員  １５０名（予定） 

◆応 募 期 限   平成２８年２月２９日（月）締切 （持参又は郵送） 

            ※応募状況により締切日前に終了する場合がある。 

◆応 募 方 法  詳細は下記のホームページで確認すること 

               http://www.pref.tottori.lg.jp/251627.htm 

◆問 い 合 わ せ 先  鳥取県商工労働部雇用人材局就業支援課 正規雇用推進担当 

〒680-8501 鳥取市東町一丁目２２０番地 

                TEL ０８５７-２６-７６４８ 

                    E-mail: shugyou-shien@pref.tottori.jp 

 

                 平成２７年１０月１３日  学務部学生支援課奨学金係  

（０９２－８０２－５９３４）  

奨学金支援助成金支給者募集  

mailto:shugyou-shien@pref.tottori.jp





